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１　人事評価の状況
（1）人件費の状況（普通会計決算） （参考）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算） （参考）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数については、令和４年４月１日現在の人数である。また、再任用職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含ま

　　　　　ない。

　　　３　給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

（3）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を

　　　　用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した

　　　　指数。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

※　令和４年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場

　合、③１００を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

区分

令　和 千円

11.7

住民基本台帳人口

573

職員手当Ａ

1,932,187 2,996,205

人

　「七尾市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、七尾市の人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。

一人当たり給与費

Ｂ／Ａ

千円

5,229

4年度

 　　計　 Ｂ

4年度

区分
類似団体平均

一人当たり給与費

千円

5,743

令和3年度

人件費率

％

12.737,975,170

実質収支

千円

283,735

期末・勤勉手当

千円

780,283

給与・定員管理等について

千円 千円

人件費

Ｂ

給与費

千円

4,439,956

歳出額

Ａ

1,139,893

人件費率

Ｂ／Ａ

％

職員数

人

（令和5年1月1日）

令　和

給　料

千円

49,246

H31.4.1

94.2 

R2.4.1

98.3 

R2.4.1

98.9 

R3.4.1

94.4 

R3.4.1

98.2 

R3.4.1

98.8 

R4.4.1

94.6 

R4.4.1

98.4 

R4.4.1

98.7 

R5.4.1

94.5 

R5.4.1

97.4

R5.4.1

98.6

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

七尾市 類似団体平均 全国市平均
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（4）給与制度の総合的見直しの実施状況について

　　①給料表の見直し

［　実施　］

　　②その他の見直し内容

（5）特記事項
特になし

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）
　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　②技能労務職

（平成２７年４月１日実施）

282,444円

329,178円

284,710円

平均給与月額

（国比較ﾍﾞｰｽ）

1人

国

類似団体

4,223,980円

5,515,042円

1.38

338,000円

297,111円

うち自動車運転手

－ －

4,474,927円

3,064,200円

271,485円

282,444円

288,044円

298,639円

286,942円

七尾市

うち学校給食員

374,912311,813

平均年齢

－

241,700円49.1歳

33人

55.4歳

52.7歳

9人

128人

－

公　務　員

年収ベース（試算値）の比較

267,278円

平均年齢

318,903石川県

322,487

352,055

うち学校給食員

うち自動車運転手

うち用務員

－

404,015

－

調理士

313,600円

326,229円 315,108円

3,220,700円

42.2

石川県 330,940円

1.38

1.71

42.4

自家用乗用
自動車運転者

338,973

職員数
平均給料
月　　額

平均給与
月　　額

七尾市

42.2

【概要】　国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取
　　　　り組むとされている。

（給料表の改定時期）　平成２７年４月１日

（内容）　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均１．７％引下げ。激変緩和のため、３年間（平成３０

　　　　年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

　　　　　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。

347,608360,887323,290

区分
平均給与月額

（国比較ベース）

七尾市

402,307

参　考

Ａ／Ｂ

－

1.24

1.42

－310,179円

228,600円

245,500円

47.7歳

対応する民間
の類似職種

64.3歳

用務員

－

－

55.3歳

53.2歳

区　分

Ｃ Ｄ
Ｃ/Ｄ

1.23

－

Ａ

49.8歳

57.4歳

参　　　　考

11人

－

3,253,900円

347,992円

297,111円うち用務員

9人

－

公務員 民間

－ －－

国

区　分

283,582円

303,208円

民　　間

平均給与
月　　額

Ｂ

45.1

平均年齢

－

51.2歳 1,941人 －

平均給与
月　　額

平均給料月額

－

類似団体

－

－
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※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（平成31年～令和3年の3か年平均）。

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前

　年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

（注）１　「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸

　　　　手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたも

　　　　の）で算出している。

（2）職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円

一般行政職
高校卒

区　分

331,600

高校卒

大学卒 185,200

154,600

－

154,600

－(該当者なし)

331,625大学卒

経験年数３０年区　分

高校卒

279,500

経験年数２０年

136,500

185,200

－(該当者なし)

241,900

155,000

中学卒

－(該当者なし)

219,100 －(該当者なし) －(該当者なし)

中学卒

151,900

石川県七尾市 国

－(該当者なし)

314,633

381,440

経験年数１０年

185,600

136,200

152,300

経験年数２５年

362,125

高校卒

－

一般行政職

技能労務職

技能労務職

362,520230,900
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1）一般行政職の級別職員数の状況（令和５年４月１日現在）

（注）１　七尾市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（2）昇給への勤務成績の反映状況

①

②

③

（注）　特定職員とは、行政職給料表７級の適用を受ける職員である。

１級

２級

0

362,900

Ｂ Ｃ Ｄ

8以上 6 4 2

Ａ

0

2以上 1

8

319,200

部長 2.5

円

３級

％

30

444,900

105

１号給の

円

9.3

係長・専門員・主査・主任

１　勤務成績の評定の実施状況

　　　全職員に対し人事評価を実施している。

２　昇給への勤務成績の反映状況

　　　勤務成績の結果を参考に、下記の５段階の昇給区分を決定している。

0.6

247,600

304,200

７級

５級

119課長補佐・主幹

234,400

Ｅ

8以上 6 3 2 0

150,100

職員数 構成比

課長・参事 9.9

2部次長・課長

　　　　　　　昇給区分
職員

55歳以上の職員

①以外の特定職員

①②以外の職員

６級

区分

最高号給の

人

標準的な職務内容

28

32.4

8.6

198,500

266,000４級

350,000

0 0

32

主事・技師

主事・技師・主事補・技師補

36.7

290,700

381,000

393,000

給料月額 給料月額

410,200

１級

8.6%

１級

9.1%

１級

9.1%

２級

9.3%

２級

8.8%

２級

9.7%

３級

32.4%

３級

36.8%

３級

39.4%

４級

36.7%

４級

33.1%

４級

30.9%

５級

9.9%

５級

9.7%
５級

7.0%

６級

0.6%

６級

0.0%
６級

1.8%

７級

2.5%

７級

2.5%
７級

2.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和５年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況
（1）期末手当・勤勉手当

月分 月分 月分

（注）　（  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　平成28年度12月期から全職員を対象とし、９月、３月の年２回評価を実施している業績評価結果に基づき、勤務実績を反映。

（2）退職手当（令和５年４月１日現在）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和4年度に退職した一般行政職の職員に支給された平均額である。

（3）地域手当（令和５年４月１日現在）

％ 人 3

支給対象地域等

七尾市 石川県 国

2.00 月分月分

1,464

　勤続２０年

　勤続２５年28.0395

39.7575

47.709

505

2.40月分

千円 千円

　定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

28.0395 33.27075

月分

18,066

（支給率） （支給率）

19.6695

・役職加算　　　 5～20％

　最高限度額

39.7575

国の制度（支給率）

％

47.709

自己都合

47.709

2.00

　勤続２０年

47.709

勧奨・定年自己都合

・管理職加算　　なし

47.709

勤勉手当

１人当たり平均支給額

2.40 月分 2.40 月分

　（令和4年度支給割合）

期末手当

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

2.00

支給職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算）

支給率

3

千円

千円

　定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

その他の加算措置

95

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

95

その他の加算措置

19.6695

勧奨・定年

・管理職加算　　15～25％

24.586875

支給実績（令和4年度決算）

金沢市

月分(0.95) (1.35) 月分

七尾市

　勤続３５年

月分(1.35) (0.95)

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

・役職加算　　　 5～20％・役職加算　　　 5～15％

47.709

　勤続２５年

　勤続３５年

・管理職加算　　10～25％

24.586875

33.27075

支給対象職員数

1

国

　最高限度額

1,621

１人当たり平均支給額（令和4年度）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

　（令和4年度支給割合） 　（令和4年度支給割合）

(1.35) (0.95)

１人当たり平均支給額（令和4年度）
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（4）特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

75,530

33.7

18

賦課業務：日額100円
徴収業務：日額150円

左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和4年度）

15,107

児童保育業務従事職員
特殊勤務手当

市税の賦課徴収事務

日額150円
ただし、除雪作業は日額300円

日額300円

死体1件当たり3,200円
病体1件当たり1,600円

消防勤務職員

高所で行う消防作業

主な支給対象業務

1回当たり300円

消防勤務職員

消防勤務職員

消防勤務職員

環境課勤務職員

支給実績（令和4年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算）

手当の種類（手当数）

ごみ処理業務従事職員
特殊勤務手当

道路維持補修作業従事
職員特殊勤務手当

用地交渉職員特殊勤務
手当

動物死体処理業務従事
職員特殊勤務手当

土木課、監理課勤
務職員

税務課勤務職員

作業2時間未満　日額100円
2時間以上4時間未満　日額200円
4時間以上　日額400円

2時間未満　日額100円
2時間以上4時間未満　日額200円
4時間以上　日額400円

ごみ処理場におけるごみ処
理作業

2時間未満　日額325円
2時間以上　日額520円

日額200円

緊急消防援助隊手当

救急業務従事職員特殊
勤務手当

保育園勤務職員

環境課勤務職員
毒物、劇物のうち市長が指
定するものを使用する業務

用地交渉業務

潜水作業手当

福祉課勤務職員

深夜における通信、指令、
監視等の消防業務

災害出動手当

動物死体処理業務

し尿処理作業従事職員
特殊勤務手当

火災、救助等の災害現場活
動

有毒薬物取扱業務従事
職員特殊勤務手当

環境課勤務職員、
消防勤務職員

災害が発生した市町村にお
ける消防の応援

救急業務消防勤務職員

主な支給対象職員

①日額300円
②直接業務　日額4,000円
　間接業務　日額3,000円

環境課、土木課勤
務職員

土木課勤務職員

1件当たり300円

日額300円

日額250円

日額220円

①感染症等の家畜及び物件
の防疫作業
②新型コロナウイルス感染
症患者への感染症防疫業務
（特例）

1回当たり250円
ただし、月額500円まで

高所作業手当

庁外における生活保護の被
保護者等との面接や生活指
導業務

死体又は病体の取扱作業

ごみ処理業務

道路維持補修及び除雪作業

常時障害児童の保育業務

消防勤務職員

福祉課勤務職員

1件当たり200円
ただし、救急救命士は1件当たり300円

千円

　円

　％

社会福祉業務従事職員
特殊勤務手当

行旅死病人取扱作業従
事職員特殊勤務手当

環境課勤務職員
ごみ処理場作業従事職
員特殊勤務手当

し尿処理業務

潜水訓練

環境課勤務職員

日額2,200円

消防職員夜間特殊勤務
手当

1回当たり150円

感染症防疫作業従事職
員特殊勤務手当

手当の名称

税務職員特殊勤務手当
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（5）時間外勤務手当

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員等制

　　　度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

（6）その他の手当（令和５年４月１日現在）

職員１人当たり平均支給年額（令和3年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算）

116,674

・27,000円を超え61,000円未満　

満16歳の年度始めから満22歳の年度末ま
での子　1人5,000円加算

○借家・借間

・27,000円以下　　　 家賃-16,000円

213

46,406千円 97,286円

－住居手当

管理職手当

千円

千円

95,622

167

支給実績
（令和4年度決算）

手当名

  運賃相当額55,000円以内　全額支給

  55,000円超え　　　　　  55,000円

○交通用具利用者

   2　～　 4km　　　　　　 2,200円

  10　～　12km　           7,100円　　　　

千円

千円

支給実績（令和4年度決算）

支給実績（令和3年度決算）

父母等　　　　　　　　 　　6,500円

630,800円

　    7,100円

 15～20km

 （家賃－27,000円）×1/2＋11,000円

・61,000円以上　　　      28,000円

○交通機関利用者
交通機関利用者

は同じ

異なる

子　　　　　　　　　 　 　10,000円

  25　～　30km　　　　　　15,800円

  30　～　35km　　　　　　18,700円

  35　～　40km　　　　　　21,600円

  40　～　45km　　　　　　24,400円

  12　～　14km　　　　　　 8,200円

28,386千円異なる

国の制度と
異なる内容

扶養手当

通勤手当

　    4,200円

 20km以上同じ

 10～15km

　    2,000円

職務の級及び区
分に応じた定額

   　10,000円

   ～5km

配偶者　　　　　　　　   　6,500円

  50　～　55km　　　　　　28,000円

内容及び支給単価

68,377千円

国の制度
との異同

同じ － 252,310円

  18　～　20km　　　　　　11,700円

  20　～　25km　　　　　　12,900円

  55　～　60km　　　　　　29,800円

  60km以上　　　　　　　　31,600円

　部長　　　　　　       78,000円
　部次長　　　　　　　 　60,000円
　課長（職務の級及び区分により）
　　　　    　 40,000円～48,000円

  16　～　18km　　　　　　10,500円

  14　～　16km　　　　　　 9,300円

   4　～　 6km　　　　　　 4,400円

   6　～　 8km　　　　　　 5,200円   5～10km

支給職員
１人当たり

平均支給年額
（令和4年度決算）

   8　～　10km　　　　　　 6,100円

  45　～　50km　　　　　　26,200円

23,199千円 254,924円同じ
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５　特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

月分

月分

（１期の手当額）

円 （任期毎）

円 （任期毎）

（注）１　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合に

　　　　おける退職手当の見込額である。

　　　２　市長の給料月額は、特例期間中は以下の額となる。

円 円

期
末
手
当

給料等月額（特例後）

736,000

－

議 員

副 議 長

510,000

480,000

18,094,560

　　（令和4年度支給割合）

　　（令和4年度支給割合）

退
職
手
当

副 市 長 816,000

580,000

同じ

夜間勤務手当
正規の勤務時間として午後10時から翌日
午前5時までの間に勤務した職員に支給
1時間当たりの給与額×0.25×勤務時間

国の制度と
異なる内容

休日勤務手当

勤務1回につき4,400円
※ななかリサイクルセンターは、勤務1
回につき6,300円以内

同じ

740,000×在職年数×0.837＋740,000×在職月数×0.18

597,800

290,000

支給職員
１人当たり

平均支給年額
（令和4年度決算）

2,073千円 15,020円－

公署を異にする異動等により住居を移転
し、配偶者と別居することとなった職員
で単身生活を常況とする場合に支給
　月額30,000円

522,400

区　分 給料等月額（特例前）

920,000

議 員

（算定方式）

円／

－

（支給時期）

－

8,871,120

単身赴任手当

332,000

市 長

副 議 長

議 長

920,000×在職年数×0.837＋920,000×在職月数×0.34市 長

580,000

特例期間

令和４年４月１日～任期中

9,667円

12,637千円

－

宿日直手当

手当名 支給実績
（令和4年度決算）

同じ 50,396千円 172,586円

0円 0円

祝日法による休日、年末年始の休日にお
いて勤務した場合1時間当たりの給与額
に135/100乗じて得た額

国の制度
との異同

議
員
報
酬

議 長 円／

88,367円

給
料

管理職で(1)臨時又は緊急その他の公務
の運営の必要により、週休日又は祝日法
による休日、年末年始の休日において勤
務した場合、(2)災害への対処その他臨
時又は緊急の必要により、週休日等以外
の日の午前0時から午前5時までの間に勤
務した場合
　管理職手当支給区分及び勤務時間に応
じて勤務1回当たり　2,000円～6,000円

給料月額等

（参考）類似団体における最高／最低額

377千円

円／510,000

3.30

260,000

副 市 長

副 市 長

市 長

内容及び支給単価

989,000 円／

市　　　長

同じ

円／740,000

736,000

480,000

区　分

管理職員特別
勤務手当

同じ

3.30

8



６　職員数の状況
（1）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在　単位：人）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。（教育長を含まない。）

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

収納一元化に関する業務量の増加

保育士の職種替に伴う減

ななかリサイクルセンター民間委託等に伴う減

＜参考＞人口１万人当たり職員数  227.28 人

1

0

[ 1,231 ］
合　　計

事務効率化に伴う人員減

小　計

1,113

[ 0 ］

12

0

1,110

6

普
　
通
　
会
　
計
　
部
　
門

5

病　　　院

143

56

0

税　　務

小　　　計 573

水　　　道
公
営
企
業
等

会
計
部
門 27

△ 3

111

下　水　道

2

40

主な増減理由

0

2

12

議　　会

令和４年

職 員 数

労　　働

総務部門の体制強化

17

26

△ 15

567

2総　　務

5

令和５年

職 員 数

△ 10

540

496

17

494

1

令和５年

デジタル部門・広報部門の体制強化

28

消　　　防

84

＜参考＞人口１万人当たり職員数　116.10 人

1

0

ななかリサイクルセンター閉所に伴う異動による増

計
＜参考＞人口1万人当たり職員数　  72.28 人

商　　工

対前年
増減数

37

農林水産

3

85

26

　　　　　区　　分
部　　門

対前年
増減数

26

令和４年

　　　　　 区　　分
部　　門

民　　生

363

△ 1

25

3

0

△ 6

（類似団体の　　〃　　 職員数 　 72.92人）

主な増減理由

ななかリサイクルセンター閉所に伴う異動による増

土　　木

71

543

143

一
　
般
　
行
　
政
　
部
　
門

教　　　育

△ 1

[ 1,231 ］

8

そ　の　他

4

113

（類似団体の　　〃　　　職員数   90.92 人）

353

衛　　生 41

67
普
通
会
計

部
　
　
門
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（2）年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在）

　

（注）　職員数は、教育長を除く一般職に属する職員数である。

（3）職員数の推移
（各年４月１日現在）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数（教育長を含まない。）

556人 550人 542人557人

人人

△ 47人（△7.7%）

人

543人 △ 14人（△2.5%）

143人

71人 △  2人（ 2.3%）

56歳

人

166 172

人

385人

39歳 47歳

人

59歳

24歳

～～

60歳

363人

人

379人

127

402人 392人

32歳 44歳

23歳 55歳

143人

353人

48歳

51歳43歳

令和3年

69人

143人 143人

教　　育

職員数

～

一般行政

20歳 20歳

～

31歳27歳

67人 64人

35歳

～

計

4

令和2年

～

人

47

未満

区分

40歳
～

人 人

～

28歳

以上

令和4年 令和5年
過去5年間の

増減数（率）

人

111109 1,11038

1,110人 △ 61人（△5.2%）

△ 49人（12.2%）

75 80

592人 588人

人人

75

31年

143人

1,130人 1,113人

540人

1,171人

普通会計　計 602人614人

　　0人（   0%）

　　　　　 　　年度
部門別

30年

143人

1,142人1,158人合計

66人 67人

公営企業等会計　計

消　　防

567人573人

～

36歳

～

52歳

106

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

％
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７　公営企業職員の状況
（1）水道事業
  　① 職員給与費の状況

決算 （参考）

（参考）

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

　　　２　職員数は、令和５年３月３１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和５年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

 千円

月分 月分

（注）　（  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

類似団体平均

一人当たり給与費 　　計　 Ｂ

職員給与費比率

・役職加算　　　 5～15％

1,688,281

純利益　　千円

228,168

千円

3.7

給与費

総費用に占める

％

2.00

(1.35)

（令和4年度）

1,438

　（令和4年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

(0.95)

月分

令　和

区　分

44.9

4年度

千円

平均年齢

321,433

月分

月分

（加算措置の状況）

471,051

七尾市

335,310

千円

6,11942,995

人 千円 千円 千円 千円 千円

6,018

平均支給額

2.40

職員給与費比率

令和3年度の

一人当たり給与費

Ａ 給　料 職員手当

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

・管理職加算　　なし

一般行政職平均

1人当たり平均支給額（令和4年度）

1,464

純損益又は

実質収支

67,309

16,655

2.00月分

（加算措置の状況）

月分

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

2.40

千円

　（令和4年度支給割合）

期末手当

職員給与費

勤勉手当

１人当たり

Ｂ

Ｂ／Ａ

令　和

総費用に占める

区分

67,309

45.7 500,619

4年度 11 7,659

％

区分

総費用

Ａ 

職員数

七 尾 市

団 体 平 均

月分

(1.35) (0.95)

Ｂ／Ａ

期末・勤勉手当

4.0

平均月収額基本給

団体平均

１人当たり平均支給額（令和4年度）

1,514 千円

・役職加算　　　 5～15％

・管理職加算　　なし
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イ　退職手当（令和５年４月１日現在）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分  千円

月分 月分 月分 月分

千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和3年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（令和５年４月１日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員等

　　　　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

手当の種類（手当数）

－

－

－

－

－

－

－

－

支給職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算）

支給実績（令和4年度決算） 4,830

左記職員に対する支給単価

483

2,312

231

－

－

一般行政職の制度（支給率）

－

－

千円

支給率支給対象地域等

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和4年度）

主な支給対象職員

支給実績（令和4年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算）

支給実績（令和3年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（令和3年度決算）

平均支給額

応募認定・定年

  円

主な支給対象業務手当の名称

支給対象職員数

（令和4年度）

47.709

その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

18,066対象なし

47.709

19.6695

28.0395

8,676

33.27075

47.709

一般行政職平均

47.709

自己都合

19.6695勤続２０年

勤続２５年

勤続３５年

最高限度額 47.709

39.7575

28.0395

24.586875

（支給率） 応募認定・定年（支給率）

39.7575

勤続２５年 33.27075

勤続２０年

１人当たり

七尾市

１人当たり平均支給額（令和4年度） １人当たり平均支給額（令和4年度）

その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

団体平均

自己都合

勤続３５年 47.709

最高限度額

24.586875

支給実績（令和4年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算）

対象なし 505

12



カ　その他の手当（令和５年４月１日現在）  

・61,000円以上　　　      28,000円

  45　～　50km　　　　　　26,200円

  50　～　55km　　　　　　28,000円

  55　～　60km　　　　　　29,800円

同じ －

配偶者　　　　　　　　   　6,500円

同じ － 1,880千円 208,818円

子　　　　　　　　　 　 　10,000円

満16歳の年度始めから満22歳の年度末ま
での子　1人5,000円加算

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績
（令和4年度決算）

24,000円

－

  35　～　40km　　　　　　21,600円

  40　～　45km　　　　　　24,400円

管理職員特別
勤務手当

24千円

○借家・借間

同じ － －

  30　～　35km　　　　　　18,700円

－

・27,000円以下　　　 家賃-16,000円

・27,000円を超え61,000円未満　

 （家賃－27,000円）×1/2＋11,000円

支給職員
１人当たり

平均支給年額
（令和4年度決算）

扶養手当 父母等　　　　　　　　 　　6,500円

管理職で(1)臨時又は緊急その他の公務
の運営の必要により、週休日又は祝日法
による休日、年末年始の休日において勤
務した場合、(2)災害への対処その他臨
時又は緊急の必要により、週休日等以外
の日の午前0時から午前5時までの間に勤
務した場合
　管理職手当支給区分及び勤務時間に応
じて勤務1回当たり　2,000円～6,000円

  60km以上　　　　　　　　31,600円

管理職手当

　部長　　　　　　       78,000円
　部次長　　　　　　　 　60,000円
　課長（職務の級及び区分により）
　　　　    　 40,000円～48,000円

同じ － 540千円 540,000円

通勤手当

○交通機関利用者

同じ 385千円 64,100円

  運賃相当額55,000円以内　全額支給

  18　～　20km　　　　　　11,700円

   2　～　 4km　　　　　　 2,200円

   4　～　 6km　　　　　　 4,400円

   6　～　 8km　　　　　　 5,200円

  16　～　18km　　　　　　10,500円

  20　～　25km　　　　　　12,900円

  25　～　30km　　　　　　15,800円

  55,000円超え　　　　　  55,000円

○交通用具利用者

   8　～　10km　　　　　　 6,100円

  10　～　12km　           7,100円　　　　

  12　～　14km　　　　　　 8,200円

  14　～　16km　　　　　　 9,300円

住居手当
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（2）下水道事業
  　① 職員給与費の状況

決算 （参考）

（参考）

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

　　　２　職員数は、令和４年３月３１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和５年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

 千円

月分 月分

（注）　（  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（令和５年４月１日現在）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分  千円

月分 月分 月分 月分

千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和2年度に退職した職員に支給された平均額である。

１人当たり平均支給額（令和4年度） １人当たり平均支給額（令和4年度）

対象なし 対象なし 505 18,066

勤続３５年 39.7575 47.709 勤続３５年 39.7575 47.709 6,238

最高限度額 47.709 47.709 最高限度額 47.709 47.709

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（2％～45％加算） 　定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年 １人当たり

勤続２０年 19.6695 24.586875 勤続２０年 19.6695 24.586875 平均支給額

勤続２５年 28.0395 33.27075 勤続２５年 28.0395 33.27075 （令和4年度）

(1.35) (0.95) 月分 (1.35) (0.95) 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

・役職加算　　　 5～15％ ・役職加算　　　 5～15％

・管理職加算　　なし ・管理職加算　　なし

七尾市 一般行政職平均 団体平均

1,585 千円 1,464 千円 平均支給額

　（令和4年度支給割合） 　（令和4年度支給割合） （令和4年度）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 1,425

2.40 月分 2.00 月分 2.40 月分 2.00 月分

千円

4年度 7 28,079 5,811 11,097 44,987 6,427 5,936

区　分 平均年齢 基本給 平均月収額

七 尾 市 45.3 323,588 484,364

％

4年度 2,414,717 321,776 44,987 1.9 1.9

区分
職員数 給与費 一人当たり給与費 類似団体平均

Ａ 給　料 職員手当 期末・勤勉手当  　　計　 Ｂ Ｂ／Ａ 一人当たり給与費

千円 千円 千円 千円

44.3 330,766 493,186

七尾市 一般行政職平均 団体平均

１人当たり平均支給額（令和4年度） 1人当たり平均支給額（令和4年度） １人当たり

純利益　　千円 千円 ％

令　和 人 千円

Ｂ Ｂ／Ａ

千円

団 体 平 均

職員給与費比率

令　和

区分

総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める 令和3年度の

実質収支 職員給与費比率 総費用に占める

Ａ 
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ウ　地域手当（令和５年４月１日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員等

　　　　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（令和５年４月１日現在）  

扶養手当

配偶者　　　　　　　　   　6,500円

同じ － 1,740千円 348,000円

子　　　　　　　　　 　 　10,000円

父母等　　　　　　　　 　　6,500円

満16歳の年度始めから満22歳の年度末ま
での子　1人5,000円加算

住居手当

○借家・借間

 （家賃－27,000円）×1/2＋11,000円

・61,000円以上　　　      28,000円

同じ － － －

・27,000円以下　　　 家賃-16,000円

・27,000円を超え61,000円未満　

支給実績（令和4年度決算） 3,764

職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算） 538

支給実績（令和3年度決算） 3,326

職員１人当たり平均支給年額（令和3年度決算） 416

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績
（令和4年度決算）

支給職員
１人当たり

平均支給年額
（令和4年度決算）

支給実績（令和4年度決算） －

支給職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算） －

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和4年度） －

手当の種類（手当数） －

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

－

－

－

－

－

支給実績（令和4年度決算） － 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算） －   円

支給対象地域等 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

－
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③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

 千円

月分 月分

（注）　（  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（令和５年４月１日現在）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分  千円

月分 月分 月分 月分

千円 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和4年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（令和５年４月１日現在）

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

医師及び助産師 分娩業務

医師及び歯科医師 16.0 53

  円867,431

一般行政職の制度（支給率）

－

手当の種類（手当数） 19

診療業務特殊勤務手当

主な支給対象職員

医師及び歯科医師

主な支給対象業務

診療又は医事調査研究若し
くは医学的判定業務

千円

　円

　％

支給実績（令和4年度決算） 342,210

支給職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算） 814,787

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和4年度）

左記職員に対する支給単価手当の名称

勤続３５年 39.7575 47.709 勤続３５年 39.7575 47.709 6,238

医師等　月額160,000円
【加算額】
院長　　月額400,000円
副院長　月額320,000円
センター長、部長及び副部長
　　　　月額130,000円
医長　　月額120,000円

最高限度額 47.709 47.709 最高限度額 47.709 47.709

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（2％～45％加算） 　定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

１人当たり平均支給額（令和4年度） １人当たり平均支給額（令和4年度）

対象なし 20,201 505 18,066

支給実績（令和4年度決算） 千円45,974

95.4

支給職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算）

支給対象地域等 支給率 支給対象職員数

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年 １人当たり

勤続２０年 19.6695 24.586875 勤続２０年 19.6695 24.586875 平均支給額

勤続２５年 28.0395 33.27075 勤続２５年 28.0395 33.27075 （令和4年度）

(1.35) (0.95) 月分 (1.35) (0.95) 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

・役職加算　　　 5～15％ ・役職加算　　　 5～15％

・管理職加算　　なし ・管理職加算　　なし

七尾市 一般行政職平均 団体平均

　（令和4年度支給割合） 　（令和4年度支給割合） （令和4年度）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 1,425

2.40 月分 2.00 月分 2.40 月分 2.00 月分

七尾市 一般行政職平均 団体平均

１人当たり平均支給額（令和4年度） 1人当たり平均支給額（令和4年度） １人当たり

1,396 千円 1,464 千円 平均支給額

医師　　1件 30,000円
助産師　1件  3,000円

分娩業務特殊勤務手当
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管理職手当

　部長　　　　　　       78,000円
　部次長　　　　　　　 　60,000円
　課長（職務の級及び区分により）
　　　　    　 40,000円～48,000円

同じ － － －

  60km以上　　　　　　　　31,600円

管理職員特別
勤務手当

管理職で(1)臨時又は緊急その他の公務
の運営の必要により、週休日又は祝日法
による休日、年末年始の休日において勤
務した場合、(2)災害への対処その他臨
時又は緊急の必要により、週休日等以外
の日の午前0時から午前5時までの間に勤
務した場合
　管理職手当支給区分及び勤務時間に応
じて勤務1回当たり　2,000円～6,000円

同じ － － －

通勤手当

○交通機関利用者

同じ － 307千円 102,400円

  運賃相当額55,000円以内　全額支給

  55,000円超え　　　　　  55,000円

○交通用具利用者

   2　～　 4km　　　　　　 2,200円

   4　～　 6km　　　　　　 4,400円

   6　～　 8km　　　　　　 5,200円

   8　～　10km　　　　　　 6,100円

  10　～　12km　           7,100円　　　　

  12　～　14km　　　　　　 8,200円

  14　～　16km　　　　　　 9,300円

  16　～　18km　　　　　　10,500円

  18　～　20km　　　　　　11,700円

  20　～　25km　　　　　　12,900円

  25　～　30km　　　　　　15,800円

  30　～　35km　　　　　　18,700円

  35　～　40km　　　　　　21,600円

  40　～　45km　　　　　　24,400円

  45　～　50km　　　　　　26,200円

  50　～　55km　　　　　　28,000円

  55　～　60km　　　　　　29,800円

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績
（令和3年度決算）

支給職員
１人当たり

平均支給年額
（令和3年度決算）
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（3）病院事業
  　① 職員給与費の状況

決算 （参考）

（参考）

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

　　　２　職員数は、令和５年３月３１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和５年４月１日現在）
ア　医師及び歯科医師

歳 円 円

歳 円 円

イ　医療技術員

歳 円 円

ウ　看護師等

歳 円 円

歳 円 円

エ　一般行政職

歳 円 円

歳 円 円

オ　技能労務職

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

令　和 千円 純利益　　千円 千円 ％

団 体 平 均 41.3 298,127 489,372

区　分

988,844

団 体 平 均 43.3

4年度 8,624,258 1,586,512 4,809,341 55.8

430,692

562,455 1,399,976

平均月収額

七 尾 市 41.1

55.9

区分

基本給 平均月収額

七 尾 市 45.4 324,144 470,529

実質収支

類似団体平均

Ａ 給　料 職員手当 期末・勤勉手当  　　計　 Ｂ Ｂ／Ａ 一人当たり給与費

％

団 体 平 均 46.3 322,023 503,394

職員数 給与費 一人当たり給与費

区分

総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める 令和3年度の

令　和 人 千円 千円 千円 千円 千円

職員給与費比率 総費用に占める

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 職員給与費比率

区　分 平均年齢 基本給

区　分 平均年齢

七 尾 市 31.2 203,500 286,527

千円

4年度 506 1,848,945 880,327 706,637 3,435,909 6,790 7,159

区　分 平均年齢 基本給 平均月収額

306,189 431,736

区　分 平均年齢 基本給 平均月収額

平均年齢 基本給 平均月収額

七 尾 市 41.1 295,226 420,541

七 尾 市 44.6
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医師及び歯科医師 入院業務

医師及び歯科医師

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

栄養指導等

歯科業務

入院業務特殊勤務手当

手術業務特殊勤務手当

解剖作業補助業務特殊
勤務手当

手術業務

臨床検査技師

職員

歯科技工士及び歯科衛生士

栄養士

理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士及び視能訓練士

日額200円

日額 50円

解剖作業及び補助業務職員

看護師等

精神センター勤務職員

臨床工学技士

死後処置業務特殊勤務
手当

機能訓練業務特殊勤務
手当

栄養業務特殊勤務手当

歯科業務特殊勤務手当

職員 死後処置業務

機能訓練業務

感染症防疫業務特殊勤
務手当

臨床工学業務特殊勤務
手当

精神病療養業務特殊勤
務手当

①感染症防疫業務
②新型コロナウイルス感染
症患者への感染症防疫業務
（特例）

臨床工学業務

精神病療養業務

訪問看護業務

死体1体につき500円

衛生検査業務特殊勤務
手当

診療放射線技師又は補助す
る職員

エックス線その他の放射線
を人体に照射する業務

日額300円

医師　　　　　　　　月額10,000円
病棟勤務　　　　　　日額 　300円
外来勤務　　　　　　日額 　200円
精神保健福祉部勤務　日額 　100円

日額200円

死体1体につき5,000円

訪問看護業務特殊勤務
手当

①正規の勤務時間以外の時
間において、勤務の時間帯
その他特別の事情の下で行
われる救急医療等の待機業
務
②正規の勤務時間による勤
務の一部又は全部が深夜
（午後10時後午前5時前の
間）において行われる看護
等の業務

麻酔業務特殊勤務手当

地域医療連携業務特殊
勤務手当

調剤業務特殊勤務手当

放射線取扱業務特殊勤
務手当

夜間看護等特殊勤務手
当

日額600円

①待機
麻酔科医師　　日額　5,000円
その他の職員　日額　1,240円
②夜間勤務
勤務時間全部　　　 　7,800円
4時間以上　　　　　  4,300円
2時間以上4時間未満　 3,900円
2時間未満　　　　　　2,000円
2時間以上が8回を超えた場合、
1回につき2,000円を加算

調剤業務

日額100円

①日額290円
②直接業務　日額4,000円
　間接業務　日額3,000円

医師及び歯科医師 麻酔業務

職員
地域医療連携のため派遣さ
れる職員

薬剤師

臨床検査業務又は衛生検査
業務

医師、歯科医師、助産師、
看護師、准看護師及びこれ
に準ずる職員

新規入院患者1人につき2,000円

手術1件につき3,000円

全身麻酔1件当たりの麻酔料金を考
慮し、管理者が定める額

派遣料により異なる額

日額500円

日額600円
日額 50円（補助）
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オ　時間外勤務手当

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員等

　　　　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（令和５年４月１日現在）  

父母等　　　　　　　　 　　6,500円

支給実績（令和4年度決算）

通勤手当

○交通機関利用者

同じ － 35,237千円 83,304円

  運賃相当額55,000円以内　全額支給

  55,000円超え　　　　　  55,000円

○交通用具利用者

   2　～　 4km　　　　　　 2,200円

   4　～　 6km　　　　　　 4,400円

   8　～　10km　　　　　　 6,100円

  10　～　12km　           7,100円　　　　

  60km以上　　　　　　　　31,600円

扶養手当

配偶者　　　　　　　　   　6,500円

同じ － 46,931千円

子　　　　　　　　　 　 　10,000円

満16歳の年度始めから満22歳の年度末ま
での子　1人5,000円加算

住居手当

○借家・借間

同じ － 17,970千円

・27,000円以下　　　 家賃-16,000円

・27,000円を超え61,000円未満　

  12　～　14km　　　　　　 8,200円

  35　～　40km　　　　　　21,600円

  40　～　45km　　　　　　24,400円

  45　～　50km　　　　　　26,200円

  50　～　55km　　　　　　28,000円

  55　～　60km　　　　　　29,800円

  20　～　25km　　　　　　12,900円

職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算）

支給実績（令和3年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（令和3年度決算）

132,543

288

134,020

290

支給職員
１人当たり

平均支給年額
（令和4年度決算）

  14　～　16km　　　　　　 9,300円

  16　～　18km　　　　　　10,500円

手当名

  25　～　30km　　　　　　15,800円

   6　～　 8km　　　　　　 5,200円

内容及び支給単価

277,698円

  30　～　35km　　　　　　18,700円

299,504円

 （家賃－27,000円）×1/2＋11,000円

・61,000円以上　　　      29,000円

千円

千円

千円

千円

一般行政
職の制度
との異同

支給実績
（令和4年度決算）

一般行政職の
制度と異なる

内容

  18　～　20km　　　　　　11,700円
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宿日直手当

宿日直勤務を命ぜられた職員が勤務した
場合に支給

　医師　 　21,000円

　医療技師　6,100円

　看護師等　6,100円

管理職員特別
勤務手当

管理職で(1)臨時又は緊急その他の公務
の運営の必要により、週休日又は祝日法
による休日、年末年始の休日において勤
務した場合、(2)災害への対処その他臨
時又は緊急の必要により、週休日等以外
の日の午前0時から午前5時までの間に勤
務した場合
　管理職手当支給区分及び勤務時間に応
じて勤務1回当たり　2,000円～6,000円

同じ － 68千円 8,500円

同じ －

正規の勤務時間として午後10時から翌日
午前5時までの間に勤務した職員に支給
1時間あたりの給与額×0.25×勤務時間

－

医学等に関する専門的な知識を必要と
し、かつ採用による欠員の補充が困難な
官職に採用された職員に支給
　医師及び歯科医師
採用後、35年以内の期間、採用から1年
を経過するごとにその額を逓減して支給
する。
（最高支給月額　368,800円）

166,692千円

－ － 45,212千円 551,368円

　副院長　　　109,200円

107,924円27,521千円－同じ

　課長（職務の級及び区分により）

　副部長　　 　43,200円

　技師長等　 　38,400円

【看護師】

　部長 　　　　83,700円

　副部長　  　 44,300円

　看護師長   　38,100円

【事務職員】

　部長　　　　 78,000円

　次長（区分により）　60,000円

【医療技師】

【医師】

　院長　　　　145,000円

　センター長 　85,300円

3,401,871円

夜間勤務手当

初任給調整手
当

管理職手当

　　　　　   　45,000円～46,500円

19,969千円 605,127円同じ

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績
（令和4年度決算）

支給職員
１人当たり

平均支給年額
（令和4年度決算）

21
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職員の服務等について 

 

１ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況 

（1）勤務時間の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

勤務時間 8：30 ～ 17：15   （１週間の勤務時間 38時間 45分） 

休憩時間 12：00 ～ 13：00 

（注） 業務の性質により、上記の勤務時間によることができない勤務箇所（保育園、 

図書館、消防等）の勤務時間は、別に定めています。 

 

（2）休暇の状況（令和 5年 10月 1日現在）       

区分 事由 期間 

年次有給休暇  1暦年つき 20日（20日を限度に翌

年に繰り越すことができます。） 

病気休暇 下記以外の負傷又は疾病 90日以内 

がん等 6月以内 

結核性疾患 1年以内 

公務上又は通勤による負傷又は疾病 必要と認められる期間 

特別休暇 

 

 

選挙権その他公民としての権利の行使 必要と認められる期間 

裁判員、証人、参考人等として国会、

裁判所その他官公署へ出頭する場合 

必要と認められる期間 

ドナー休暇 必要と認められる期間 

ボランティア休暇 1暦年につき 5日以内 

生理休暇 必要と認められる期間 

産前・産後の休暇 産前 8 週間（多胎妊娠の場合は 14

週間）、産後 8週間 

生後 1年 3月に達しない子の授乳等を

行う場合（育児時間） 

1日 2回各 45分以内 

妊娠中又は出産後 1年以内の女子職員

が保健指導又は健康診査を受ける場合 

必要と認められる期間 

中学校の始期に達するまでの子の看護

のための休暇 

1暦年につき、1人養育の場合 5日、

2人以上養育の場合 10日以内 

短期介護休暇 1暦年につき、1人介護の場合 5日、

2人以上介護の場合 10日以内 

忌引休暇 親族の区分により 1日から 10日以

内 

父母の法要等（死亡後 15年以内に行わ

れるものに限る。）のための休暇 

1日 

結婚休暇 7日以内 
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感染症予防法による交通遮断又は隔離

された場合 

必要と認められる期間 

夏季休暇 5日以内 

風水震火災その他の非常災害により職

員の現住居が滅失又は損壊した場合 

7日以内 

風水震火災その他の非常災害による交

通遮断の場合 

必要と認められる期間 

職員の妻が出産する場合 2日以内 

男性職員の育児参加のための休暇 産前期間から出産後１年以内にお

ける 5日以内 

不妊治療のための通院等に係る休暇 5日（体外受精又は顕微授精の場合

は 10日）以内 

介護休暇 配偶者、父母、子等を介護する場合 6月未満 

介護時間 配偶者、父母、子等を介護する場合 1日 2時間未満 

 

２ 職員の分限及び懲戒処分の状況 （※病院職員を除く） 

（1）分限処分の状況  

    地方公務員法では、勤務成績が良くない場合、心身の故障により職務遂行に支障が

ある等の場合、職に必要な適格性を欠く場合又は職制等の改廃等により過員等を生じ

た場合のいずれかに職員が該当するときは、分限処分として、その意に反して、職員

を降任し又は免職することができることになっています。 

     また、心身の故障のため、長期休養をする場合又は刑事事件に関し起訴された場合

のいずれかに職員が該当するときも、分限処分として、その意に反して、職員を休職

することができます。 

    令和４年度における分限処分の状況は次のとおりです。 

降  任 免  職 休  職 降  給 計 

― ― ３人 ― ３人 

 

（2）懲戒処分の状況 

    地方公務員法では、職員が、法令に違反した場合、職務上の義務に違反し又は職務

を怠った場合若しくは全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合には、懲

戒処分として、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができることになってい

ます。 

令和４年度における懲戒処分の状況は次のとおりです。 

戒  告 減  給 停  職 免  職 計 

― ― ― ― ― 
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３ 職員の服務の状況 （※病院職員を除く） 

（1）時間外勤務及び休日勤務の状況（令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日） 

職員１人当たりの時間外・休日勤務月平均時間数 8.6時間 

 

 （2）年次有給休暇の使用状況（令和 4年 1月 1日～令和 4年 12月 31日） 

総付与日数 

Ａ 

総使用日数 

Ｂ 

対象職員数 

Ｃ 

平均使用日数 

Ｂ／Ｃ 

消化率 

Ｂ／Ａ 

22,631日 6,924日 579人 12.0日 30.6％ 

（注）１ 対象職員数は、令和 4年 1月 1日から令和 4年 12月 31日までの全期間を 

在職した職員数（年度途中の退職・採用者、育児休業・休職等の事由がある職 

員並びに派遣職員を除きます。）です。 

   ２ 総付与日数には、前年からの繰越分を含みます。 

 

４ 職員の休業に関する状況 （※病院職員を除く） 

（1）育児休業等の利用状況（令和 4年 4月１日～令和 5年 3月 31日） 

                                 （単位：人） 

 育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 

育児短時 

間勤務取 

得者数 

令和 4年度中に新たに育児休業等が取得可能 

となった 

職員（育 

児休業等 

対象者 

数） 

うち育児 

休業取得 

者数 

うち部分 

休業取得 

者数 

うち育児 

短時間勤 

務取得者 

数 

男  性  

職  員 

2 0 0 
20 2 0 0 

0 0 0 

女  性  

職  員 

8 2 0 
8 8 2 0 

8 1 0 

計 
10 2 0 

28 10 2 0 
8 1 0 

（注） 「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」、「育児短時間勤務取得者数」の欄の

上段は、令和 4 年度に新たに育児休業（部分休業又は育児短時間勤務）を取得した

者、下段は育児休業（部分休業又は育児短時間勤務）の期間が令和 3 年度以前から

令和 4年度にかけて引き続いている者の数です。 
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（2）介護休暇の取得状況（令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日） 

                                 （単位：人） 

 
介護休暇 

取得者数 

要介護者数（職員との続柄別） 

配偶者 父母 子 配偶者

の父母 

祖父母 兄 弟 

姉 妹 

その他 

男 性 職 員 0 0 0 0 0 0 0 0 

女 性 職 員 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

５ 職員の退職管理の状況 

  地方公務員法が一部改正（平成２８年４月１日施行）され、職員の退職管理に関する

規定が設けられたことに伴い、七尾市職員の退職管理に関する規則を制定し、職員の退

職管理についての適正を確保し、職務の公正な執行及び公務に対する住民の信頼を確保

していくため、所要の措置を講じています。 

（1）地方公務員法における規制概要 

  営利企業等に再就職した元職員が、離職前の職務に属する契約等事務（契約のほか、

許認可等の行政手続法第２条第２項に規定されている処分を含む。）について、職員に

対して依頼等を行うことが禁止されています。また、元職員から依頼等を受けた職員は、

公平委員会にその旨を届け出なければならないとしています。 

  依頼等は、原則として離職前５年間の職務に属する契約等事務のうち再就職先等と関

連があるものについて、離職後２年間禁止されており、違反した場合には、刑事罰等が

科されます。 

  なお、離職前に部長の職にあった者は、部長に就任して以降の職務に属する契約等事

務が規制の対象となっています。 

 

６ 職員の人事評価の状況 

  地方公務員法第２３条の２第１項の規定に基づき、公務の能率的な運営を図るため、

定期的に職員の人事評価を行っています。 

  また、評価結果等は、昇給、勤勉手当、人材育成等に幅広く活用しております。 
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７ 職員の研修の状況 （※病院職員を除く） 

（1）職員の研修の状況（令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日） 

職員の資質向上を図るため、次のとおり研修を実施しました。 

 区  分 内容（主なもの） 
受講者 

延べ人数 

庁内研修 階層別研修 新採職員研修 ６人 

選択研修 カスタマーハラスメント研修 

職員特別研修（２回） １６１人 

庁外研修 指定研修 

（石川県市町村職員 

研修所主催） 

新任課長研修、新任課長補佐研

修、新任係長研修、現任係長研修、

初任者研修、地方行財政研修１、

地方行財政研修３ 

６７人 

選択研修 

（石川県市町村職員 

研修所主催） 

財務事務研修、仕事効率化研修、

法制執務講座、文書作成力向上研

修、説明力向上研修、ワンペーパ

ー資料作成研修、ネゴシエーショ

ンスキル向上研修、入札・契約事

務研修 ほか 

４０人 

専門研修機関への 

派遣研修 

全国市町村国際文化研修所 

日本経営協会 ほか 

 
１５人 

自己啓発研修 通信研修 

防災士育成研修 
３人 

計 ２９２人 
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８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 （※病院職員を除く） 

（1）厚生制度の状況 （令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日） 

公務能率の向上を図るため、職員の健康管理、元気回復等の厚生事業を実施して 

おり、その状況は次のとおりです。 

区分 主な項目 対象者等 実施状況 

健康管理事業 

定期健康診断 

人間ドック・脳ドック検査 

深夜業務従事者健康診断 

高気圧作業健康診断 

全職員 

希望職員 

該当業務従事職員 

該当業務従事職員 

４３６人 

１９８人 

１１８人 

２２人 

肺がん検診 

大腸がん検診 

B型・C型肝炎ｳｲﾙｽ検査 

胃検診 

子宮がん検診 

乳がん・甲状腺がん検診 

前立腺検査 

歯科検診 

インフルエンザ予防接種 

希望職員 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

希望職員 

２２人 

２５人 

３人 

１９人 

２０人 

２６人 

１５人 

１８人 

４６８人 

福利事業 人間ドック助成等 希望職員 １９８人 

 

（2）公務災害補償の状況 （令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日） 

職員が公務遂行中及び通勤中に負傷するなど、公務が原因となって発症した疾病 

等公務上の災害として認定した件数は次のとおりです。 

認 定 件 数 
内    訳 

公 務 災 害 通 勤 災 害 

９件 ７件 ２件 

 

９ 令和 4年度における七尾鹿島公平委員会の業務の状況 

１ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

 該当ありません。 

 

２  不利益処分に関する審査請求の状況 

   該当ありません。 

 

 


